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ＤＶ被害者支援について



配偶者暴力相談支援センターでは、以下の業務を行っている。

① 相談又は相談機関の紹介

② カウンセリング

③ 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護

④ 被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助

⑤ 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

⑥ 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他

の援助

（ ※ 実際に行っている業務はセンターにより異なります。）

○都道府県： 女性相談支援センターその他の適切な施設においてセンターの機能を
果たすようにする。

市町村 ： 適切な施設においてセンターの機能を果たすようにするよう努める。
（福祉事務所、男女共同参画センター等）

○全国では、３２２か所（令和７年４月現在）
うち、都道府県 １７２か所

市町村 １５０か所

配偶者暴力相談支援センターについて

配偶者暴力相談
支援センター
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保護命令の
申立て

医師等は、
配偶者暴力相談支
援センター等の利用の
情報提供の努力義務

相 談
援 助
保 護

＜身体に対する暴力＞
①発見者は通報努力義務
②医師等は通報可能
(被害者の意思を尊重
する努力義務）

厚生労働大臣が定める基準を満たす者
（ 民間シェルター等）※守秘義務

発
令

警察
○ 被害発生防止のために
必要な措置・援助

福祉事務所

民間団体

連携

連携

書面提出等

保護命令
発令
の通知

保護命令違反に対する罰則
２年以下の懲役 又は ２００万円以下の罰金

配
偶
者
暴
力
を
行
っ
た
配
偶
者配偶者暴力相談支援センター・警

察への相談等がない場合、
公証人面前宣誓供述書を添付

センターに
相談等が
あった場合

配偶者暴力防止法（DV防止法）の概要 【フローチャート】

児童相談所

配偶者暴力相談支援センター
○ 相談支援又は相談機関の紹介
○ カウンセリング
○ 緊急時における安全の確保
○ 一時保護（女性相談支援センター）
○ 自立支援、保護命令制度・シェルターの
利用についての情報提供・助言・関係機関
との連絡調整・その他の援助

委
託

保護命令
○ 被害者への接近禁止命令
○ 被害者への電話等禁止命令
○ 子への接近禁止命令
○ 子への電話等禁止命令
○ 親族等への接近禁止命令
● 退去等命令
期間：○１年間、●原則：２か月間

特例：６か月間

地方裁判所

国民、
医師等

被

害

者

原則：口頭弁論又は審尋の期日
身体に対する暴力又は
脅迫を受けた者

女性相談支援員・
女性自立支援施設

《法定協議会》※守秘義務
・都道府県：努力義務
・市町村：できる規定

連携体制

※令和６年４月１日施行時点
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性犯罪・性暴力被害者支援について
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本方針に基づく具体的施策は毎年の「女性活躍・男女共同参画の重点方針」に記載。毎年度フォローアップを実施し、確実に実行。

【１ 刑事法の改正に係る対応及び刑事手続の適切な運用】

〇刑事法改正に係る対応（広報啓発、支援現場職員への研修等）

〇刑事手続の運用に関する検討
〇刑事手続における二次被害の防止・プライバシーの保護

性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針（概要）

令和２年６月11日
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」

（性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議）

➡ 令和２年度～４年度を「集中強化期間」として
性犯罪・性暴力対策の取組を強化。

〇 性犯罪に厳正かつ適切に対処するための刑事法の検討
〇 再犯防止プログラムの拡充
〇 被害申告・相談をしやすい環境の整備（警察、ワンストップ支援センター）
〇 「生命（いのち）の安全教育」の推進、社会全体への啓発 等を着実に実施

一方で、依然、性犯罪・性暴力は深刻な状況であり、対策の更なる強化が必要

経緯 これまでの取組と課題

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を踏みにじる行為であり、決して許されない。
「相手の同意のない性的な行為は性暴力である」等の認識を社会全体で共有し、取組を強化していく。

【２ 再犯防止施策の更なる充実と性犯罪・性暴力の予防】

〇再犯防止対策の更なる強化等
〇地方公共団体による再犯防止施策の支援
〇わいせつ行為を行った教員等の厳正な処分と再発防止

（教員等・保育士に関する対応、日本版DBSの導入に向けた検討）

性犯罪・性暴力対策の「更なる集中強化期間」（令和５年度～７年度※の３年間）性犯罪・性暴力対策の「更なる集中強化期間」（令和５年度～７年度※の３年間）

【３ 被害申告・相談をしやすい環境の整備】

〇被害届の即時受理の徹底
〇証拠採取・保管体制の整備
〇捜査段階における二次被害の防止
〇警察における相談窓口の周知や支援の充実
〇ワンストップ支援センターにつながるための体制の強化
〇学校等で相談を受ける体制の強化

【４ 切れ目ない手厚い被害者支援の確立】

〇ワンストップ支援センターを中核とする被害者支援の充実
（地域の関係機関（警察、医療機関等）との連携強化、対応能力の向上等）

〇医療的支援の更なる充実と専門人材の育成
〇中長期的な支援体制の充実（女性支援新法に基づく中長期的支援等）

〇多様な被害者支援の充実（障害者、男性等を含む様々な被害者への対応）

【５ 教育啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予防】

〇発達段階に応じた教育・啓発活動（生命（いのち）の安全教育の推進）

〇社会全体への啓発（若年層の性暴力被害予防月間 等）

【６ 新たな課題等への対応】

〇AV出演被害の防止及び被害の救済
（AV出演被害防止・救済法の周知・広報、相談対応の支援、厳正な取締り等）

〇インターネット上の性暴力等への対応
（違法行為への厳正な対処、児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止等）

〇痴漢撲滅に向けた政策パッケージの確実な実行

〇被害者や支援者等に対する誹謗中傷の防止

※ 第５次男女共同参画
基本計画の目標年度

令和５年３月30日
性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議
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ワンストップ支援センター
全国共通番号（Ｒ２.10～）
通話料無料化（R４.11～）

性犯罪・性暴力被害相談体制の拡充

性暴力に関するSNS相談

「キュアタイム」

（R２.10～）

夜間休日の相談や緊急対応のため、ワンストップ支援
センターの運営時間外に、被害者からの相談を受け付け、
ワンストップ支援センターと連携して、支援を実施

性暴力被害者のための
夜間休日コールセンター（Ｒ３.10～）

「# ８８９１」
(はやくワンストップ)

キュアタイム 検索
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政府では、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である毎年４月を「若年
層の性暴力被害予防月間」と定め、ＳＮＳ等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開。

【実施主体】
内閣府、警察庁、消費者庁、こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省

【主な実施事項】
（１）ポスターの作成・配布、インターネット等のメディアを利用した広報活動
（２）性暴力防止に関する動画の作成
（３）ＳＮＳ等を活用した広報

＜ポスター＞

＜動画②：性暴力とは＞
1分56秒

＜動画③：ワンストップ支援センター
で

受けられる支援＞ 2分33秒

https://www.gender.go.jp/policy/no_

violence/jakunengekkan/index.html

若年層の性暴力
被害予防月間
ホームページ

若年層の性暴力被害予防月間の取組

＜動画④：性暴力被害のことを
相談されたら＞ 1分48秒

動画⑤<今こそ知りたい！性暴力のこと>
約30分

＜動画①：性的な行為
あなたの同意がないならそれは性暴力＞15秒
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